
りくちゅうかいがんせん 陸中海岸線 八戸線久慈献を

起点として宕手県下閉伊郡岩泉町に至る路線およびそれに付帯

する路線からなる国鉄自動車路線であって，所管する久慈、自動

車営業所および岩泉自動車営業所は，それぞれ岩手県久慈市お

よび岩泉町にある。

1 区間・キロ程およ び沿革

陵中海岸本線

久慈~普代

昭 18 ・ 11 ・ 20 開業

夏節口~沢廻

i!l 28 ・ 9 ・ 1

陸中ーノ渡ー甲地 3.9 

日召 28 ・ 10 ・ 14

陸中野田~久喜浜 3.8 

日!l 28 ・ 10 ・ 31

普代~机

日目 32 ・ 5 ・ 18

陵中休石~平井賀 7.7 

H百 38 ・ 5 ・ 1

陵中黒崎~黒崎燈台 1.6 

平井賀ー陸中一ノ渡 12.5 

甲地~夏節口 12.1 

久主主海岸線

長内嬬~玉ノ脇

玉ノ!協~大尻

大尻~小袖
普代線

普代~陸中一ノ渡 10.9 昭 28 ・ 10 ・ 14

回代口~下江川 8.8 日目 35 ・ 1 2 ・ 25

本路線は昭和 32 ・ 10 ・ 25 沼宮内本線から分離した。

2 営業範囲

久慈 ・普代間は，旅客 ・ 手小荷物および貨物の取扱いをして

いる。

3 使命

この地方の産業文化の発展助長を使命としている。

4 特長

久慈 ・普代間は，沿革的には原産地繍送の貨物路線として開

業した。沿線は陸中海岸国立公園地平静で，公園随一の豪壮な景

観が続いている。(佐野 実)

りせんりつ ..率 パン タ グラ フと架線の接触は，車両

速度，パンタグラフ性能，架線および軌条の状態， さらに風の

影響などによって常に接触し，集電することは困難で，両者が

短い時間ではあるが離れるもので，この離れた瞬間はア ー クに

よってつながっているのが普通である。よってパンタグラフが

架線と離れる現象を定量的に表わすために，ある一定速度で T

秒走行したとき，離線した累計時聞が t 秒であるとき t/T を%

で表わし，離線率としている。パンタグラフが離線すると，パ

ン タ グラ ス架線の損傷，摩耗，主電動機の散火，無線雑音，

異常電圧の発生を伴 うので，それぞれについて研究がなされて

いるが， 最も問題にされるのは， パン タグラ 7すり板と架線の

摩耗で，離線が多いとパンタグラフは発熱溶断に至るが，そこ
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までに歪らなくても，摩耗が多いことは営業運転に支障するか，

経済的に保守の薗から支障が起こる。

パンタグラ フの発熱溶断は離線による 7- ? のため加熱され

ることが主因であるが，この現象に至るような離線率より ，は

るかに小さな離線率におし、て ， パンタグラフすり板の摩耗速度

が問題である。 一般にパ γ タ〆ラフすり板の摩粍は集電のため

の俄械的摩耗 (圧力 ・ 速度 ・材質 ・潤滑などで交わる。)と電気

的摩従(集電電流・離線率てR変わる。)があり，すり板の摩耗速

度から離線率の限界を考えると，現状では数パーセント以下と

考えられるが，直流電化と交流電化では集電電流に大きな差が

あるため，それぞれ区別して考えなければならない。また架線

の摩耗から，この限界をいえば，架線の摩将は一様でなく ，異

常摩耗発生箇所の関係が深いと考えられてい る。

架線とパンタグラフの協調が必要であるが，現象が復雑多岐

にわたるため解明し尽くされた とはし、えず， 今後の研究の成果

に待つと ころが大き い。

参考文献鉄道技術研究報告問調Ií勝述 パ γ タグラフの離

線の限界 Kontaktwerkstoff f� Stromabnehmer elektrischer 

Fahrzeug[E. B. 1963 ・ 8 忠瀬勝訳) (坪内芳夫)

リチウムグリース (英) lithium grease リチウムセッケ

Yを潤滑IIHに分散して作られるグリース。 外観はパター状ない

し短繊維状で，耐水性および機械的安定性がよい。 使用温度範

閥は - 30 'C な し、 し+ 130'C. 速度範聞はI高速ないし低迷であ

る也ファイパーグリー ス(ナトリ ウムグリース)や，カップグリ

ース(カノレシウムグリ -Ä) と異なり，冊f 水性と耐熱性を共に備

えてし る ので，万能グリースともいわれ.1&近著しい発達を遂

げた。

リチウムグリースには，その性能を向上させるため，酸化防

止高IJ などの添加剤が加えられている場合が多い。また高温から

低温までの広範閣の使用目的には，シリコ γ油・ダイ エステノレ

油など合成潤滑油を原料とするものもある。(河野通郎)

りったいこうさふたんきん立体交差負担金 道路法

(昭和 27年法律第 180 号)および *踏切道改良促進法(昭和 36年

法律第 195 号)に基づ く道路と鉄道とが交差する工事の費用負

担および施行については. L' 道路と 鉄道との交差に関する建

設省・日本固有鉄道協定1 およ び L同細目協定1 によることと

なっている。すなわち (1) 道路の新設改築ま たは鉄道の新

設改良に関する工事により ，新たに道路と鉄道との交差を設置

し，または既設の交差を増改築する場合は，当該工事の計画者

が交差に要する工事費または増改築の費用 の金額を負担す る

(原因者負担の原則) . (2) 既設の平面交差を立体交差とし，ま

たは道路を鉄道と交差しないよ うに改築することにより ，既設

の平面交差が除却される場合は，協定の定めるところに従L 、 ，

国鉄が工事貨の ー部を負担する (受益者一郎負担の原則) 0 (3) 

交差工事の施行については，原則として，当該工事の計画者が

実施するが，こ道橋の橋りょう工事，道路側が計画者として実

施するときの当該工事に付帯する鉄道側施設の移転炎吏工事お

よび踏切道工事は鉄道側が施行し，こ線橋の橋りょう工事は，

鉄道側の運転保安上必要な場合または鉄道施設の維持管理上必

要な部分に限り， 鉄道側が施行すること ができる。 上述の原則

に基づいて，立体交差工事の費用負担額と施行工事費の差額を


